
 

豊田市水質保全対策事業補助金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号）に定めるもののほか、水質

保全対策事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）対象地域 別表に掲げる豊田市水道事業及び豊田市が受水する愛知県企業庁の取水施設の集水区

域をいう。 

（２）合併処理浄化槽 豊田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第２条第１項及び第２項に

規定する補助対象合併処理浄化槽とする。 

（３）転換 現に、既存の専用住宅から排出するし尿を処理している単独処理浄化槽又は汲み取り便所

を廃止し、当該建物から排出するし尿と雑排水の処理を合併処理浄化槽に変更するものをいう。 

（４）設置整備事業補助金 豊田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱による補助金をいう。 

（補助金の交付目的） 

第３条 この補助金は、汲み取り便所及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進すること

により、生活排水による河川の汚れを防止することで、対象地域における安全で良好な河川水質を確保

することを目的とする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象者は、対象地域内で実施する設置整備事業補助金の補助事業のうち、転換に

よる補助金交付確定通知を受けた者で、かつ、上下水道料金の未納が無い者とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、豊田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に規定する補助対象経費か

ら、当該補助事業により交付された補助金額及び６万円を減じた額とする。 

ただし、当該額が、５人槽に転換する場合にあっては１２万円、６～７人槽に転換する場合にあって

は１３万円、８～５０人槽に転換する場合にあっては１５万円を超える場合は、それぞれの額を限度額

とする。 

２ 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（実績報告） 

第６条 設置整備事業補助金による補助事業が完了したときに提出された合併処理浄化槽設置整備事

業補助金実績報告書を実績報告とみなす。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、設置整備事業補助金の交

付額確定通知書を受領した日から３０日以内または市が指定する日までに、豊田市水質保全対策事業補

助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（交付の決定等及び交付） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、

内容が適正であれば、豊田市水質保全対策事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に

通知するものとする。 



２ 前項の通知を受けた申請者は、速やかに市長に請求書を提出するものとする。 

３ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。 

４ 第１項の豊田市水質保全対策事業補助金交付決定通知書を補助金額の確定通知書とみなす。 

（補助金の返還等） 

第９条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助

金の全部を返還させることができる。 

（１）豊田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第１３条の各号の規定により、補助金の全部

もしくは一部を返還したとき。 

（２）その他不適当と認めたとき。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に 

基づき、交付申請がなされた補助金に関しては、同日後も、なおその効力を有する。 

  



別表（第２条関係）水質保全対策事業の対象地域 

地区名 

（町数） 

町名 

（字数） 
字名 

藤岡地区 

（６） 

三箇町 

（６） 
下山、葛薮、秋ケ入、上山、川原、砲六 

西市野々町 

（２５） 

奥屋、屋登コ、柿ノ木田、丸根、市之ノ平、助重、松久保、森下、西井

ノ向、西屋敷、西山、石堂、切差、大畑、沢之切、中島、東山、東沢、

堂ノ前、洞山、道下、板取、平成、論田、杣捨 

石畳町 

（７） 
高根、松根、赤見夫、前洞、洞平、梅ケ夫、平成 

大岩町 

（２） 
新田、谷ケ洞 

白川町 

（５０） 

安戸、一色畷、引地、下平、外ケ沢、宮脇、向田、向道、高登谷、坂下、

三ツ石、三ノ宮、山ノ神、山ノ田、松ノ本、松根、上ノ山、森下、森東、

神田、西 畝、石田、前田、岨、地点、池ノ比良、池城、椎ノ木、通り

沢、椿ケ沢、渡戸、東 畝、藤下、藤内、堂ノ前、洞山、日面、念仏、

畑中、畑田、八ケ入、平ラ、平成、薮下、林ノ越、嶮坂、旱、榧ノ木、

菴ノ前、葭ケ洞 

木瀬町 

（１） 
一ノ瀬 

小原地区 

（１５） 

苅萱町 

（２０） 

アイノタ、アオキ、カマガサワ、コヤガホラ、ザク石、サルヅカ、スケ

ガイト、ソフレ、タケジロ、ノタノボ、ヒカゲ、マエザワ、ヤギツタ、

ヲコキバ、ヲンタ、石田、大ヌマ、長ヲサ、念仏坂、平六 

岩下町 

（８） 
イド洞口、タワ、ヤブシ、下ノ前、前田、大畑、中ドイ、堂ノ前 

宮代町 

（７） 
ハマイバ、下内針、向イ、山田、上内針、針ケ平、柳ケ入 

小原田代町 

（３２） 

セバイシ、ナギノト、ヲイノリ、下宮ケ入、下向、下水口、下川違、下

椿、釜ケ洞、久手、古田代、広畑、坂向、除下、小橋原、松ケ多和、上

宮ケ入、上向、上水口、上川違、上椿、新田、西ケ沢、西山、川手、大

保田、池ノ洞、中宮ケ入、長洞、伝具、洞、落合 

西細田町 

（２７） 

井ノ入、越多和、笠ケ下、割手、釜洞、桑ノ木、穴田、深田和、前洞、

岨下、足助道、大入、大箕、渡合、南ケ洞、南紺屋洞、二タ又、柏ケ洞、

蕗田、母生父、堀切、槙ノ根、槙ノ本、箕打ケ洞、霧ケ窪、来海ケ草、

萬億 

西丹波町 

（１８） 

カジヤ前、カヤノ木、ゴウシキ、ジョウ、ドウジ、ミダカリ、ヨドガイ

リ、ヲミノゴ、下山、宮前、坂、三五十、子畑、春山、神手、中丹波、

中平、東 

大ケ蔵連町 

（９） 

丸草、神明当、大ケ蔵連山、大石ノ郷、竹ノ平、伝四、土地ノ郷、矢落、

鈴ケ倉 

大洞町 

（２） 
鎌ケ平、松塚 

大平町 

（１） 
半ノ木 

東郷町 

（２１） 

井ノ上、下小路、栢ノ木、五六下、五六上、向イ洞、向イ入、三升蒔、

上小路、西ケ洞、大柱、大辻、仲平下、仲平上、塚ノ下、当門、同新、

樋口、桧貝戸、万場前、野田ケ平 

日面町 

（２３） 

カキガタ、キツカケ、クダリ、ゴマクサ、サガリ、シシノマヤ、トチノ

ウエ、ナナカケ、ノタノ洞、マスノタ、横道、下ノ多、畳石、深山、石

登、石畑、大畑、竹ケ洞、登り、道場、二ツ田、槙ノ根、野田 

平岩町 

（１５） 

トヲダル、ナムシダ、下平、海老子、休石、寺ケ洞、深田、石合、赤羽

根、大久子、中田、中島、丁楽子、桃ノ子、八丁ナリ 



平畑町 

（１９） 

下里、釜洞、間場、見竹、古田下、高根、漆ケ洞、上ノ畑、杉名田、西

田、切山、沢束、中切、田ノ入、渡合、東田、筏見場、槙ノ根、野田久

五 

榑俣町 

（１６） 

井口、猿城、宮下、宮前、穴畑、坂、神田、川上、中西、東、栃本、入、

峯、崩下、槙本、涼堂 

簗平町 

（１２） 

井戸入、家ノ上、外目、岩倉、宮ノ洞、胡麻草、坂、西田、石畑、仲田、

藤垣内、入 

足助地区 

（２６） 

安実京町 

（６） 
間野、向山、蛇石、神越川、前田、本郷 

葛沢町 

（２５） 

羽根、下本郷、柿ノ久保、樫山、弓ケ田和、戸板、胡桃ノ草、向田、黒

内、今倉、寺屋敷、春兼、上本郷、神場坂、神尾川、人屋、仙ノ戸、中

寸田崎、中本郷、南、判ノ木、枇杷所、砲六返、矢玉、用ケ下 

岩神町 

（２） 
七升蒔、川見 

桑原田町 

（８） 
猿クゴ、岩鼻、鬼クゴ、宮下、暑根、松下リ、松戻リ、中晒田 

戸中町 

（１０） 

オヤケ道下、オヤケ道上、ソンデ山、下切、向山、西道下、西道上、東

道下、東道上、峰 

御内町 

（３８） 

愛知洞、浦山、下向、下切、亀割、宮小屋、金蔵連、金沢、後川、高小

屋、小松洞、上浦山、上切、場羅、森下、西口論部、青木、前山、大奥

山、大下里、大沢、大洞、滝沢、棚平、中島、中洞、長田山、天狗山、

田ノ口、田ノ士里、登リ、登沢、東口論部、東切、東田、日陰、萩ケ根、

本沢 

国谷町 

（１２） 

井ノ元、横田平、河原田、丸石、牛コロビ、向田、大久後、大曲リ、池

ノ入、猪木田、鳥飼場、鳴岩 

山ノ中立町 

（１９） 

スミド、トンビノス、引地、三林、水口、西ノソンデ、西洞、青木、石

田、大沢、沢ノ入、中洞、朝日向、天バク、天狗、天狗ノ下、田ノ尻、

東洞、日向 

山谷町 

（１５） 

下リ山、鶏足山、月布、荒田、小玉石、大城、栃本、日影、日影洞、日

影林、日向道下、日向道上、蕗ケ窪、本洞、裏山 

四ツ松町 

（１５） 

下田面、河原田、河西、郷敷、山口、十明山、上田面、神造、須山、鍛

冶ケ下、藤揚、馬場、本平、葭平、鶚子 

室口町 

（３） 
横手、桑窪、入ノ根 

上小田町 

（１） 
西山 

上八木町 

（２） 
前岳、百々 

足助町 

（９） 
一ノ谷、火打石、鬼ケ窪、月ノ入、須沢、水戸、川見、総山、飯盛 

大多賀町 

（１０） 

ハマイバ、 田、隠屋、下平、三浦、西田、藤ケタワ、八子、不二平、

椹木谷 

沢ノ堂町 

（３） 
コクゴ、横山、明ケ沢 

怒田沢町 

（１） 
奥山 

東川端町 

（１３） 

猿戸屋、下川通、橋戸、上川通、水戸、川向山、中川上、中川通、入洞、

百々、平地、平附、峰ノ洞 

東大見町 

（２６） 

ムクロジ、 平、奥山、奥田、下ノ向、岩名畑、宮古屋、広貝戸、根木

貝戸、札ノ辻、市渡出、市平、上切、新田平、西貝戸、川場、草木野、

大見山、地蔵海道、中切、島ノ田、二ノ瀬、二本松、入野、祢宜屋敷、

木正平 



栃本町 

（１１） 

引木、隠山、宮下、山ノ上戸、神奥、大栃本、東、日陰、日面、矢元、

落 

平折町 

（９） 

アラト、コキウ、サルクゴ、トヤカ子、ハマイバ、ホフタ、子バタ、大

槙、南 

平沢町 

（１） 
向介木坂 

明川町 

（１８） 

チソ、ヤオトシ、壱石、引地、榎平、金山、坂祐、山ノ神、小沼、神谷、

大岩、大崩、大野平、滝ケ洞、通リ洞、南沢、柳戸、柳坪 

有洞町 

（１０） 

井口洞、宮洞、後洞、向洞、乗越、吹ケ窪、栃ケ洞、日陰洞、日向、風

巻 

冷田町 

（４） 
旭、下冷田、上冷田、菅ノ入 

連谷町 

（１１） 

イホツ、オチ、狭石、広畑、新発田、森腰、森前、石神、前田、栃平、

肉平 

下山地区 

（１７） 

阿蔵町 

（２３） 

ダンド、角舛戸、九市戸、細久後、笹ノ平、吹田、西ノ沢、西街道、石

原、曽理、滝田、沢尻、鍛治造、池田、中神、朝布手、猫取、猫田、仏

供田、保戸嶋、蓬生、北ノ平、明外 

宇連野町 

（１４） 

ウネ畑、モチガトコ、宮前、松下、西ケ洞、大柿、谷渡、段戸、藤立、

物見石、方形、蓬生、柳戸、和出貝津 

羽布町 

（３５） 

エス小屋、井戸谷下、堰、横山、岡ノ平、下ノ宮、絵下ノ入、柿田、岩

田、鬼ノ平、亀竜、金山、広見、腰掛、山仲、寺街津、小松沢、赤狐子、

千佐屋、川合、草木、大笹、大石、大池、大道、大日掛、地獄谷、仲ノ

切、道福、二タ瀬、番場、尾関、崩田、六郎小屋、葭田 

高野町 

（１７） 

後口、寺田、新田、森、神田、前田、大平、中根、中嶋、鳶巣、南、入、

平、毛田、柳、冷田、冷田頭 

黒坂町 

（２９） 

ナッパイ、井ノ口、羽根、羽根坂、奥山、下切、下田、下平、空山、栗

下、古宿、後田、細野、四辻、松下、沼、上平、甚造堀田、水分上、大

下、大空、大入、大門、竹下、中皿田、中切、柱縄手、入り坂、北畑 

小松野町 

（１９） 

ハマイハ、横手、宮下、橋ノ本、向田、神田、水分、蔵掛、大クテ、大

沼、大島、大明神、滝尻、中尾鷲、尾鷲、仏供、由ケ入、立石、鈴山 

神殿町 

（３４） 

 原、岩下、義向、宮下、狐神、向イ、笹ケ田和、山ノ入、山角、小池、

松ケ田和、菖蒲田、上日折、新井、深田、陣手、西本郷、青木、石田、

川上、大峠、置免、中切、鳥貝、的場、東本郷、南横手、日折、入、畑

田、番場、飛沢、平岩、北横手 

大桑町 

（１１） 

コンデ嶋、奥川面、儀光、時上ケ、石合場、川面、竹ノ内、竹之鼻、日

陰平、板居平、別当 

大沼町 

（３７） 

 洗、一ノ瀬、右エ門西、右エ門東、奥山、横大、下田、境ノ窪、源太

洞、御堂鐘、向立、高立、高儘、坂口、志手ノ木、滋茸ケ入、失杭、社

口殿、石神、石田、切山、大日向下、大日向上、大畑、大伏下、大伏上、

大伏中、池ノ入下、池ノ入上、中切山下、中切山上、島川原、藤飛下、

藤飛上、猫洞、宝録谷下、蓬生 

田平沢町 

（２４） 

ウシロ、スケノ口、横畑、屋ケ沢、外山、月ノクゾ、細畑、坂ノ尻、笹

原、山口、松ケ田和、松葉、森越、神明前、甚五郎下、寸ノ口、前田、

大明神、日隠、日向、梅ノ元、兵造畑、野登岩、薮下 

東大林町 

（３９） 

ハチバタ、下り、下切、花ノ木、鎌地倉、苅返、岩本、金狭間、金山、

栗辺、桑原、向田、細田、三ツ石、寺前、社道、松下、上半、新田、西

小田、西洞、石田、大久後、大田、大平、大林庵、中古田、長途、土川、

半ノ木、半田、平岩、保田、峯田、堀川、本入、毛呂、野中、浪松 

栃立町 

（１８） 

ヤフシ、井戸入、奥屋、下大道、丸山、亀ノ松、九田地、狐穴、向貝戸、

黒土、作六、笹ケ根、笹原、松山、上川原、西ノ沢、柳クゴ、儘下 

平瀬町 

（２７） 

カイド、コシ場、タキザワ、タテカベ、ノリコイ、ホウラク、井ノ上、

井ノ本、芋ケ洞、押ケ田和、下ノ前、下辺当、熊倉、項沢、三ツ又沢、



蛇渕、上中ノ切、森腰、石原、東貝道、柏ノ木、八ツ頭、平沢連、木角、

薬師前、油草、簗瀬 

野原町 

（３４） 

井ノ口、引地、宇子畑、奥屋、岡、蝦羅地、寒沢、宮下、空貝津、五良

田、根山、山下、小田作、小拍子ケ根、小拍子ノ根、松下、上ケ井、上

ノ向、神田沢、西、西貝津、西畑、石橋、大蔵洞、辰ノ本、中野、仲沼、

田中、藤墳、日下沢、白樫、峯山、蓬生、夜倉 

梨野町 

（２４） 

アライダシ、ウバ沢、カシボタ、コミ山、タキノ入、トチガタ、ハチク

マ、横畑、下モ田、源左古屋、向田、高ノ田、山ノ上沢、山口、寺田、

松根、深田、清水口、西口、大ブナ、大下り、大根、田ノ尻、立畑 

立岩町 

（２５） 

アラタ、イヅミ、カイタガ、カヤノキ、カリウッド、クロクゴ、ゴウド、

シャウシカマ、シンコロ、テラゲ、ヒラクリ、ヒロカイツ、ヤサキ、横

手、向山、高年田、社端、杓子沢、西山、中沢、長坂、東山、白土、板

橋、峰洞 

和合町 

（２２） 

悪沢、井谷下、羽左之窪、岩倉、栗木、才ノ神、山口、酒屋、小沼、松

下、乗越、菅谷下、石ノ塔、村神、田螺池、渡合、塔地揚、日影、日向、

番丈木、北山、杣沢 

旭地区 

（３５） 

旭八幡町 

（２４） 

柿平、丸根、橋詰、後山、後田、後洞、根山、三升蒔、市場、森下、森

上、石田、曽良、大御堂、沢畑、築羽山、長久後、長坂、田埜上、堂山、

敷田、訳田、落合、蕨野 

伊熊町 

（３０） 

稲場下、浦山、押手洞、乙ケ久保、笠松、岩根、後ロ神田、黒田、砂田、

細田、三五田、山ノ田、除ケ貝戸、小谷下、松ケ下、城ケ根、曽良、大

細田、大沼、大洞、中根、長洞、東洞、豆生、堂ノ下、南、二タ俣、北

ケ洞、本郷、落合 

一色町 

（９） 
井戸洞、一色、押場、寺坂、城ケ洞、新田、川西、白坂、薮筬 

押井町 

（２） 
越田和、細田 

下切町 

（１８） 

稲場、羽根、下切、宮ノ洞、尺地、小阿妻、森ノ入、森下、川端、孫女、

大砂、猪道、殿畑、樋ケ入、平田、捕手、野田久保、杤本 

下中町 

（１９） 

一本松、下貝戸、下中、丸根、久々里木、宮ノ前、金山、山野田和、上

貝津、真坂、真名平、生田、大入、大比良、中根、南平、日影、木多橋、

六地蔵 

閑羅瀬町 

（７） 
カシヒラ、下地、松根、赤沢、大切、東畑、槙平 

牛地町 

（２９） 

阿多良志、永原、押出、牡丹 、下タ手貝戸、下タ手裏、下沼、吉原、

久保田、駒山、古沼、向ヒ田、松ケ瀬、上倉、西久保、前畑、前林、大

道、大麦田、竹之下、中屋貝戸、中介木、長配田、南貝戸、鳩吹、万場

垣内、明ケ沢、鈴原、和戸 

笹戸町 

（２５） 

釜田、宮ノ入、山本、市ケ狭、寺田、出口、小寺洞、小木山、上ノ山、

神谷、神田、石神、前田、惣作、中島、天狗岩、天白、畷、南、南山、

入ノ洞、梅沢、平畑、坊、杤ケ平 

三分山町 

（１） 
三分山 

市平町 

（１０） 
井ノ下、細久伍、坂、山際、山中、西、中根、長洞、洞、入 

時瀬町 

（１５） 

横手、加見坂、今倉、小豆蔵連、城山、須川原、大平、地主田、仲切、

仲島、仲平、東谷、南垣内、日影、落 

小滝野町 

（１４） 

たわ、横畑、外久保、合中、坂、石畑、大久保、大入、竹下、峠、発記、

平瀬、峰、荢畑 

小田町 

（１３） 

ハサマ、下栗、宮ノ前、境沢、月平、山神、寺坂、小田、扇田、足ノ入、

東畑、南洞、墓ノ入 

小渡町 セイゴ、ゼニガメ、榎洞、下平、間ケ島、宮ケ洞、宮前、串毛、広見、



（２２） 広畑、山ノ田、寺ノ下、寺山、七升蒔、小柳、石田、船戸、渡瀬、南貝

津、麦久保、峰田、薮下 

小畑町 

（２４） 

カンシ、チソ、井ノ下、家ノ下、月ケ入、五ツ田、五才、広畑、黒田、

三斗蒔、山ノ田、上小畑、城平、西ケ洞、青木、大皿田、塚ノ元、田ノ

洞、猫作り、麦入、板屋、仏ケ入、万場、梨ケ洞 

上切町 

（２１） 

阿瀬尾、岡田、札ノ辻、山口、小平岩、上使、上切、水洗、石畑、赤羽

根、曽良、倉久谷、多幸、大平岩、大平峰、長洞、田久谷、湯船、南洞、

梅ノ郷、名柳 

上中町 

（１６） 

花ノ木、樫本、綱所、珠ケ根、秀沢、上谷久保、上中、水別、菅ノ沢、

西羽根、大羽根、大渚、仲田、猪久保、槙ケ洞、槙本 

須渕町 

（１０） 

井戸洞、井戸入、下ノ切、若里、若里洞、若里平、上ノ切、青木洞、中

ノ切、百々平 

杉本町 

（３９） 

稲場下、奥西山、乙ケ洞、河原田、岩本、境久保、月ケ洞、後万場、高

根下、三ツ久保、三斗成、七コヤブ、小玉、小坪、松ケ坂、松垣内、城

山、親貝戸、仁本木田和、石畑、惣連、大栗、大水口、大薮、中畑、鳥

井前、塚ノ本、土取場、東根、南下、日影、日影田、入、入山、仏田、

物見平、北垣内、落、竜 

浅谷町 

（２６） 

カヲレ、キビウ、トビコシ、ヒジリ平、ブサ、井ノ口、隠里、横手、下

洞、下平、下万場、宮ノ前、小坂、上平、上万場、新戸、前田、大屋、

大平、滝ノ上、中屋、辻畑、土場、日カゲ、平柴、槙ノ下 

惣田町 

（４１） 

アズキ洞、アミダ洞、イドクゴ辻、イドクゴ洞、コボケ入、スゲノ入、

トメホシ、トヤガ子、ナギダ、ビヤケ入、モロヤケ入、ヲチ、伊保神、

井戸洞、永畑、越田和、横手、寒田、坂洞、桜畑、山之洞、四郎平田、

除上、小森田、神明寺、甚手、甚助、西ケ洞、大沼、大蔵連、大仏、地

蔵下、池田、田之神、田之平、祢畑、梅ケ坪、梅木、本洞、名々瀬、訳

田 

太田町 

（２６） 

一升田、越田和、下田、蟹田、柿田、間瀬口、宮前、熊坂、畦高、細田、

皿田、枝川、錫杖、小羽祢、神田、石田、赤妖、大入、谷下、直道、殿

貝戸、萩細、板取、本郷、問花、茗ケ平 

大坪町 

（４１） 

旭山、医王、井戸洞、井敷、下大坪、花川、柿平、冠、久保見、宮ノ前、

駒、五斗蒔、向沢尻、高能田、黒田、砂川、砂田、山吹、蒔田和、庄司

下、新シ、是在、大洞、大入、池ノ入、池ノ里、中屋、中根、中畑、中

平、殿貝戸、土宿、東、日向下、入山、梅ノ木元、迫、樋ケ洞、平野、

槙ケ平、杤ケ久保 

坪崎町 

（２３） 

イダボラ、イヲツ、ソンデ、ナシクゴ、ハギラ、ヒカゲ、ヒヨ毛、下渡

瀬、古屋敷、上知祖、森、森下、神ノ入、神屋洞、親貝戸、西山、大沢、

中屋、中根、中根入、中平、田之尻、八祢 

田津原町 

（１２） 

河合、宮ノ空、向、細久後、松ケ下、上谷、西河合、静滝、惣作、日影、

日向、霄 

島崎町 

（６） 
間瀬口、小柳、石原、川原、築和合、島崎 

東萩平町 

（２２） 

伊ノ木垣内、夏帰り、花入、柿平、間菰、牛程、駒形和、石田、浅黄田、

大屋敷、大向、大平、池田、中ノ切、中洞、東山、徳院、番丈、浜井場、

不二庵、北垣内、糯田 

日下部町 

（１９） 

下知祖、柿ノ入、滑入、古ヤシキ、黒口、山田、寺屋敷、前棚、蔵ケ入、

大平、中知祖、長根尻、堤、殿貝戸、東平、日影、日向、日高、薊田 

伯母沢町 

（３０） 

阿上洞、井戸洞、宮ノ前、曲り久保、広見、高見、坂戸屋敷、桜坪、山

ノ田、四百目、上ノ前、上ノ入、上平、深沼、菅ノ入、政ケ洞、蔵久保、

太入、大船、大無所、中島、長洞、辻ノ下、辻上、百目、崩ノ久保、棒

田、堀切、柳ケ洞、跛屋敷 

槙本町 

（１２） 

後田、向田、砂田、細平、尺治、大屋敷、東洞、道下、白石、番城垣内、

本折、落合 



万町町 

（２５） 

 形、井ノ上、宇治葉美、柿畑、柿平、九両根、熊久保、向田、広見、

紙屋、尺地元、初野開、松ケ久保、深山、神田沢、惣左貝戸、度々目木、

藤下、飛ケ入、平頭ケ入、米野、堀谷、本古、野田上、李木 

明賀町 

（１８） 

アスガ、ウバ神、カシヒラ、クゾダ、タテ石、ホンゴ、マノ、ヲチ、井

戸洞、宮、宮下、宮向イ、山ノ田、山洞、小三ツ久保、西クゾ田、鶴崎、

八丁蒔 

有間町 

（３０） 

カムリ、一二洞、宇内戸、横手、横手下、下平、空山、桑凹、見竹、桜

凹、山本、寺ノ下、尺寸、石田、赤坂、折々地、川脇、前平、惣作、大

平、池ハサ、竹ノ下、中通、仲田、入之洞、峰ケ洞、峰垣戸、木和田、

有洞、簗ケ崎 

余平町 

（７） 
梶呂畑、鹿子洞、小松、大畑、地見平、保尾多田、本郷 

稲武地区 

（１３） 

稲武町 

（４４） 

ウスガクボ、カンバヤケ、クサカリ場、ゴワイタ、サガサカ、シモ田、

スソガエト、セト田、タテカベ、タヒラ、チウソ、ナカ田、ナハテ、ナ

メイリ、ハチガクゴ、ホウシガ洞、ホソノ、ホフガ洞、ワデ、井山、横

川口、横川渡、横川入、下タヒラ、宮ノヒラ、宮ノ外デ、月ケ平、寺下、

寺山、小井沢、小井沢クゴ、小井沢洞、深沢、川ムカイ、大クゴ、大井

平、大井平道下、大栗、竹ノ下、中シモ田、南ハネ、日影ゾレ、馬野、

六郎木 

押山町 

（３１） 

ススベ、タワガネ、一斗蒔田、塩沢、奥畑、下モ大野、下川入、下峰山、

家名地、空畑、三梅、社瀬、小田、上ミ大野、上川入、上平、上峰山、

西峰山、瀧澤、中田、中峰山、的場、田羅野、登津羅、東平、東峰山、

日向、板橋、平林、堀田、糀屋 

夏焼町 

（３３） 

アライ、イハクラ、オチアイ、オホクダリ、オホバタ、カヤダテ、カヤ

マグチ、クダリヤマ、クルミサワ、クロイハ、コヤノサワ、シホノタワ、

シホヤマ、タカバタ、タテイハ、トウシホラ、トヤガ子、トリデ、ナカ

ノ、ナカヤシキ、ナカ子、フカサワ、マツブ子、モチアケ、モリシタ、

ヤマダ、ワカドチ、ワセグリ、下田、青木洞、大船、東尾、平治洞 

桑原町 

（２４） 

フキガクゴ、下須形、下清泰地、下中村、梶畑、熊野洞、桑原、恵下、

後山、黒渕、山形、鐘鋳場、上鎌井、上神田、上須形、上清泰地、上中

村、大平、滝ケ洞、中山形、中須形、中村、田ノ尻、洞 

御所貝津町 

（５３） 

アナブシ、イノジ山、ササ形、シマソラ、ス形、ゾウザ、ソ子、タコフ

ス、タテフジ、トフ子ゾレ、ナギダシ、ニノジザワ、ヒカゲ林、ヒロ見、

フルヤ、ホリキリ、マコ、マセ口、マノ、ヨコドヤ、ロクザ林、ワラビ

平、ヲニカタ、井戸入、奥沼、丸山、曲リクゴ、九澤、月ガクゴ、古ゾ

ウザ、後山、向田、妻ノ神、尺丈、松ガソラ、松渕、上見、植木洞、申

ドヤ、水クサ、青佐、石原、千保田、太田洞、竹ノ腰、田ノ洞、東尾、

堂貝戸、二貫目、入山、萩平、崩沢、矢竹 

黒田町 

（５４） 

コマタ、コヤガサワ、スゲガ平、井戸入、一ノ渡瀬、一色、浦山、下萩

平、灰焼バ、休石、古屋貝戸、向イ、高ススキ、坂口、笹形、山津波前、

寺洞山、小山津波洞、上ケ平、上手、新池、諏訪、清七屋敷、西小川、

西乳母ケ入、西畑、折坂、前田、曽根、足ケ口、大平、大保屋敷、鍛治

屋貝戸、仲根、仲田、仲島、長トロ、東小川、東乳母ケ入、道上、南ダ

ル、南水別、二本木、萩平、柏山、尾知、平瀬、豊ケ口、北ダル、北貝

戸、北水別、北田、立小路、渕ノ入 

小田木町 

（４８） 

イナバ、ウシロ山、ウレミチ、エ畑、オカタ、カキノソレ、シッタキ、

シッタキ沢、シモヤ、タカドヤ、タワカネ、フカサワ、マセ口、マムシ

ガ洞、ミタ洞、モチ洗バ、ヨコテ、井戸川、下リマキ、下貝戸、橋ノ入、

五升蒔、小屋加沢、水別、清水畑、西ノ洞、西田、石坂、川下、川入、

大下、大下リ、大見山、大水別、大洞、大平、中沼、中田、仲平、藤平、

洞、道バタ、入ノ洞、入山、馬留、風マキ、平岩、本洞 

川手町 

（２６） 

イロ山、ウトウ、ウルシゼ、ウル井、オオハタ、オオホラ、オチ、クホ

タ、シシナド、シタシロ、シバクコ、シロノ上、シロ山、スナバ、ツキ



ノキ、ノマキ、ハネ、ヒカシ、ヒロミ、マンジサワ、ミヅフ、ヤタイラ、

ヲヲゾリ、井ノ洞、前田、谷平 

大野瀬町 

（８７） 

アオキタイラ、イシカメ、イタサワグチ、イチノセ、イトホラ、イヤシ

キ、ウエノタイラ、ウエノヒラ、オイワケ、オオタケ、オオヤナ、オコ

チ、カキソレ、カセウセ、コガイト、コデガソレ、サカエノサワ、ササ

ガクボ、シバガサキ、シマサキ、シモカソヒラ、シモヤ、シモ大桑、シ

ラソレ、シンデン、ススキ峠、スミヤキ、タイラ、タイラ林、タカウセ、

タカノヒラ、タカ子、タキシタ、タキノ沢、タシロ、トヤガホラ、ナカ

ガイト、ニホンギ、ネサキ、ネヨリソト、ノブクリ、ハ子タ、ヒョウガ

サキ、ヒロノ、フカダワ、ホラ、ホンボラグチ、マサカ、マセド、マル

ノ、ミミスリ山、ミヤシタ、ミヤノカミ、ミヤノコシ、ミヤノネ、ミヤ

ノマエ、ミヤノ洞、ミヤマグチ、ムカイ、ヤシキ廻リ、ヤシロジマ、ヤ

ナジ、ヤマナカ、ワカトチ、ワゴ、ワダ、ワラビ平、井戸沢、一ツダ、

下貝戸、上貝戸、上郷、城山、西ノサガ、川カド、大カサワ、大サワ、

大ワダ、池ケ平、中ギリ、長トロ、長渕、南一ノセ、日カゲ、日ヨモ、

猫ノ平、北一ノセ 

中当町 

（２６） 

アトヅカエ、イナバ、ウトヲ、オオノ平、カジヤ、キンゴ入、サカ、サ

カイノ沢、スズ原、ツヂ、ヒカゲ、フナ石、ヤブノ沢、井ノ上、下貝津、

宮下、原、古畑、桜ノ木、蔵元、大林、炭焼、田ノ入、南ノハネ、半ノ

木原、林貝津 

富永町 

（９） 

ヨシガタイラ、貝内、柿田洞、駒坂、所畑、西、石神、藤ノ塔、馬屋ノ

尻 

武節町 

（２０） 

アケビ沢、エボシ岩、オノ、カマ井、サブサ、シロ山、ソト田、ネノウ

エ、屋敷、下ハリ原、古町屋、車田、神田、針原、大モン、田ノ洞、入

ハリ原、本洞、裏山、六良木 

野入町 

（２９） 

オチ、トヲノス、ナギ下、井ノ入、姥ガ洞、越田和、横苗代、下ノ入、

下モ平、貝曲リ、貝立、丸根、宮ノ前後、向山、向平、広田、広畑、高

トッケ、小沢、松下、石田、川入、大ナギ、中平、辻谷、椴木平、木地

山、蘭峠、杣路 

・町及び字は、一部が対象地域になっているものも含む 

・町数   １１２町 

・字数 ２，２０５字 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

年  月  日  

 

豊 田 市 長 様 

 

申 請 者 住  所 豊田市 

ふりがな 

氏  名               

生年月日     年   月   日 

電話番号（    ）  － 

 

   年度 豊田市水質保全対策事業補助金交付申請書 

 

豊田市水質保全対策事業について、補助金の交付を受けたいので、豊田市水質保全対策

事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

補助金交付申請額 金            円 

浄化槽設置場所 豊田市 

浄 化 槽 の 人 槽                人槽 

 

 

 

 

 

 

 

   市確認欄 

設置整備費補助金 

交付額確定通知日 
   年   月   日 

①設置整備費補助対象経費 ②設置整備費補助金額 ①－②－６万円 

円 円 円 

上下水道料金の支払い状況 未納なし  ・  未納あり 

地 区 区 分 藤岡・小原・足助・下山・ 旭 ・稲武 

 



様式第２号（第８条関係） 

豊  発第  号 

年  月  日 

 

             様 

 

豊田市長         印 

 

豊田市水質保全対策事業補助金交付決定通知書 

 

     年   月   日付けで交付申請のあった、     年度豊田市水質保全

対策事業補助金については、豊田市水質保全対策事業補助金交付要綱第８条の規定により、

下記のとおり交付することを決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付金額     金            円 

 

  ２ 遵守事項 

   （１）維持管理 

      合併処理浄化槽を正常に稼働するように、法を遵守し適正な維持管理に努め

なければならない。 

      ア 指定検査機関による法定検査の実施（浄化槽法第７条及び第１１条） 

      イ 保守点検の実施（浄化槽法第１０条） 

      ウ 清掃の実施（浄化槽法第１０条） 

   （２）交付決定の取り消し及び補助金の返還 

      市長は、申請者が、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の全部を返還

させることができるものとする。 

ア 豊田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第１３条の各号の規

定により、補助金の全部もしくは一部を返還したとき。 

      イ その他不適当と認めたとき。 

 

 


